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独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第三十一条の規程により、独立行政法人物質・材料研究
機構中期計画（平成１３年４月２日文部科学大臣認可）に基づき、平成１４年度の業務運営に関する計画（独
立行政法人物質・材料研究機構平成１４年度年度計画）を定める。 
 
Ｉ. 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 
１．基礎研究及び基盤的研究開発 

 
物質・材料研究機構（以下「機構」という。）は、国民に対するサービスを向上するために中期目標に記載さ
れた各項目について、中期計画に基づき、以下のような研究開発を行う。 
 
 
１．１ 重点研究開発領域における研究プロジェクト 
 
１．１．１ ナノ物質・材料 
 
１） 次世代情報通信技術を先導する材料技術 

 
① ナノデバイス新材料の開発に関する研究 

高速・大容量高度情報処理システム構築の要請に応えるための新たなナノデバイス材料を開発するこ
とを目的に、各材料の素子化に必要な構造のナノ制御技術、ナノ加工技術の探索を目指した研究を実施
する。すなわち、光デバイス材料に関しては強誘電体ドメインナノテクノロジーの基盤技術開発、拡散
導波路技術開発、光スイッチング材料に関してはイオンビーム技術によるナノ粒子の創製とそれらの非
線形光学特性の評価を行う。また、電子波デバイス材料に関しては金属シリサイド反応、吸着ガス分解
反応等による最適ナノ加工技術の探索、論理演算デバイス材料に関しては表面ナノドット配列制御技術
の確立、超高周波デバイス材料に関しては固有ジョセフソン接合形成技術の高度化を目指す。 

 
② 欠陥制御ダイナミックスによる光機能化に関する研究の推進 

ニオブ酸リチウム、タンタル酸リチウムを対象として、光機能素子材料としての高度化を図るため、
欠陥が単結晶中へ導入されるダイナミックスを解析し、結晶中の欠陥密度を従来材料よりも２桁下げる
こと、及び欠陥を制御した材料の実用化を企業との連携で果たすことを目標に、るつぼ材の高純度とる
つぼ構造の最適化、抵抗加熱炉を中心に単結晶の高品質化、紫外域分光分析評価法の標準化を図る。 

 
③ 超常環境を利用した新半導性物質の創製・材料化に関する研究 

「超高圧力」「超高温」「超微細」の超常環境技術を世界最高レベルにまで到達させ、シリコンを越
える機能を有する新半導性物質や新超硬質物質を創製・材料化するため、世界最高の15Gpaの超高圧力の
発生技術等の開発を行い、先端材料研究のCOE化を達成する。 
 

④ 光機能粒子性結晶の創製に関する研究 
革新的な光機能材料として期待される微粒子を構成単位とした結晶である「粒子性結晶」の大型単結
晶作製技術の開発のため、コロイド単結晶作製技術をさらに発展させ、バルク単結晶作製の実現を目指
すとともに、結晶構造の良好な固定化技術の開発を行う。 

 
⑤ 量子機能発現に関する研究 

人工格子構造、同位体、良質単結晶の作製技術の高度化により量子効果の探索・解明・制御を行うた
め、磁性体薄膜の作製、極低温表面分析計の開発、光学的手法による量子効果計測技術の開発、磁性体
用電子線リソグラフィ装置の開発、及び量子動的過程を支配するメカニズム解明研究を行う｡ 
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２） 革新的技術を先導する材料技術 
 
① ナノスケール環境エネルギー物質に関する研究の推進 

BNナノチューブの大量合成法や精製法を開発し、その水素吸蔵、電界電子放射、半導体の特性を解明
する。また、TiO２のナノシートやナノ微粒子を合成し、機能性分子と複合化させて、光エネルギー変換
特性を有した新ナノスケール物質を創製する。 
 
② 新超伝導材料研究開発 

新しい超伝導物質の探索を進め、さらに実用レベルの高品質線材、薄膜を開発して、超伝導応用の基
盤を確立するため、新物質の探索・基礎物性解明を引き続き進める。さらにBi-2212, Bi-2223高温超伝
導体、Nb3Al, MgB2金属系超伝導体の線材化技術及びこれらをNMR、磁気分離等へ応用するための開発研
究を推進する。また、高品質薄膜、単結晶を作製して、固有ジョセフソン素子や、SQUID への応用開発
を進める。 

 
③ 微量成分による高次構造制御技術の開発 

YAG(Y3Al5O12)焼結体の透明度をさらに改善するために、低温熟成法を活用してより焼結性の良いY2O3粉
末の調製条件を探索すると同時に、Y2O3粉末とAl２O３粉末を均一に混合する技術開発を行う。また、固体
電解質の高機能化では、研究目標達成を目指して複数の希土類元素をCeO2中に均一に固溶させる技術開
発を行う。 

 
④ ナノ組織制御による次世代高特性材料の創製に関する研究 
 種々のプロセスを用いて金属・セラミックスのナノ組織を制御し、従来材料よりもはるかに優れた磁
気特性、力学特性、新機能特性を持つ材料を試作する。それらのナノ組織を原子レベルで解析すること
によりナノ組織発現のメカニズムを解明すると同時に、ナノ組織を最適化するための条件を分子動力学
法や熱力学的アプローチで導き出すことにより、次世代の高特性材料の開発を試みる。 

 
 
１．１．２ 環境・エネルギー材料 

 
１）資源循環社会を実現する材料技術として以下の研究開発を行う。 

 
① リサイクル鉄の超鉄鋼化 

鉄鋼のリサイクル過程において不可避的に混入する不純物元素の有効利用技術を開発し、精製段階の
環境負荷低減と使用段階での環境負荷低減を同時に達成させ、さらにリサイクル鉄鋼材料特性の向上の
ため、リンに加えてイオウ、銅などの不純物を含む素塊創製を行う。 
 
② 有害化学物質除去触媒の探索・創製 

生活空間に飛来した微量のダイオキシン等の有害化学物質を効果的に除去できる光触媒材料の開発を
進め、浄化反応機構の解析等を行い、光触媒材料及び浄化手法の高度化を図る。また、ダイオキシン類
の多様な同族体等に対処するため、触媒材料の高速高効率合成・評価手法の開発を進めつつ、触媒材料
の具体的探索を開始する。 

 
③ 新世紀耐熱材料プロジェクト 

CO2排出量の大幅削減を可能とする高効率エネルギーシステム開発のため、耐用温度1100℃のNi基超
合金、1500℃のSi3N4系セラミックス材料、1800℃の高融点超合金の開発を行う。平成14年度は、耐用
温度向上とあわせて、部材の成形技術や強度評価の研究を行う。また、仮想タービンによる材料評価や
熱効率推定、国内・海外のガスタービン・ジェットエンジンメーカーとの協力による実用化研究を推進
する。 
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④ 加工性に優れた先進構造材料の開発に関する研究 

高温特性に優れた金属間化合物やセラミックスを開発するための検討を行うとともに、加工技術や構
造体化技術の開発のための検討を行う。また、分子動力学法を用いて挙動のシミュレーションを行うと
ともに、特性予測のための基礎データの取得を進める。 

 
２）この他「環境・エネルギー材料」の機能特性を飛躍的に向上させる技術の研究開発を進める。 

 
 
１．１．３ 安全材料 

 
１）安全・健康・快適社会を実現する材料技術として以下の研究開発を行う。 

 
① 新世紀構造材料（超鉄鋼材料）の研究の推進 

安全で安心な社会・都市新基盤実現のため「高効率火力発電」及び「都市インフラ基盤確立」を目標
に、大型化及び溶接構造体化に適する強度と寿命を兼ね備えたファクター４の超鉄鋼の成分系を、種々
の超鉄鋼溶接部の諸特性評価に基づいて最適化を行う。さらに、高温特性、遅れ破壊特性、疲労特性の
基盤データの蓄積を図り、ナノ解析技術等を駆使して科学的原理解明を追求する。 

 
② 生体材料 

高齢社会・高度医療社会に求められる材料開発、特に変形性関節症や動脈硬化などの重篤な疾病に対
応するために、運動系機能と循環系機能を回復させる新規生体材料の探索を行う。また、組織再生機能
と血液適合性を有する材料及び生体外評価技術の開発を進める。また、人工臓器を再建するための高分
子材料の開発、ドラッグデリバリーシステムのためのナノキャリアの開発を行う。さらに、再生医療を
目指した細胞基盤技術の創出、生体分子機能とエレクトロニクス技術の融合による診断チップの開発を
行う。 

 
③ 素機能融合化技術による安全材料の開発に関する研究 

 
構造材料に関しては、形状記憶特性の大幅な向上に成功している鉄系形状記憶合金について、実使用
の大きさの部材を製作し、パイプ接合用継ぎ手としての性能評価を行う。また、３次元セル構造材料セ
ル壁の強度特性及び自己修復耐熱鋼の修復特性の評価を行う。機能材料に関しては、光の波長程度の周
期構造を作製し、そのフォトニックバンドギャップ特性を調べる。また、形状記憶合金を用いたマイク
ロアクチュエータを試作する。 

 
④ 材料安全使用のための材料リスク情報プラットフォームの開発に関する研究 

平成13年度で明確にした各研究課題のターゲットを目標に研究開発、実験、調査、システム開発を進
め、関係機関との情報リンクの基盤を構築して、材料リスク情報プラットフォームの基本システムの開
発を目指す。 

 
⑤ 高安全鉄骨構造部材の技術開発 
 超鉄鋼研究第Ⅰ期の成果の社会還元化に力点を置いた施策を展開するため平成14 年度より開始する。
平成14年度は、超鉄鋼研究における成果のうち、超微細粒鋼製品化技術開発及び新溶接線材化技術開発
に関する研究を行う。また、民間への技術移転を効率よく推進するために、新たにリエゾン機能を付加
した研究推進体制を整備する。 

 
２）この他「安全材料」の機能特性を飛躍的に向上させる技術の研究開発を進める。 
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１．２ 研究基盤、知的基盤の充実 
 
１）研究基盤の充実 

 
① コンビナトリアル材料創製に関する研究 

コンビナトリアル化学におけるインフォマティクスのパートを強化し、中でもプロセスを自動化するソフトウェ

アの開発、及び材料設計・予測のための計算化学プログラムの開発に重点を置く。一方、高速評価研究をさら

に強力に推進するとともに、セラミックス材料だけでなく有機固体、薄膜デバイスについて、幅広い材料・デバ

イス開発にコンビナトリアル技術を展開していく。 
 
② 電子・光極微応答の解明と半導体機能の発現に関する研究 

ナノメーターオーダーの微細構造によって高機能化された材料の諸特性を探索するために、ナノスケー
ル領域の電子・光励起を用いた物質の精密計測技術の開発における低エネルギー電子とナノ材料との相互
作用の解明に取り組む。また、各種材料のカソードルミネッセンススペクトルを公開し、ナノ材料評価法
の普及に寄与する。 

 
③ 仮想実験技術を活用した材料設計統合システムの開発 

計算材料科学の成果をより広範に材料開発の現場でも容易に利用できる環境の構築を図るため、実用
的なβ版プロトタイプシステムの開発を行う。また、ITBL計画と連携し、他機関とのネットワーク接続
実験なども並行して進める。アプリケーションとしては、専門家向けのアプリケーション開発を継続す
るとともに、より一般のユーザを対象とした汎用のアプリケーションモジュール開発も行う。 

 
④ 放射光を用いた研究及び施設整備の総合的推進 
 SPring-8等の高輝度放射光を利用し、超微量物質・超微小領域・化学結合に関する静的・動的な解析
及びその複合による更に高度な先端的解析を可能とするための技術開発を行う。また、SPring-8に建設
された専用ビームラインにより、今までにないより高度材料解析技術の確立を目指せる光の発生とその
利用技術、及びその利用研究を行う。 

 
⑤ インターネット電子顕微鏡の研究開発 

外部との共同研究などが迅速に行え、理科教育に活用するために、インターネットによって、どの場
所からでも機構にアクセスし、インターラクティブに使用できる高性能な電子顕微鏡を研究開発する。
そのため、遠隔操作実験、データ取得を行うことのできる信号伝送技術開発及び操作端末の開発を進め
るとともに、それらを装備した汎用透過型電子顕微鏡、汎用走査型電子顕微鏡等の整備を引き続き実施
する。 

 
⑥ 先端的研究設備による研究実施 

機構は物質・材料研究の中核機関として、民間や大学では備えることの困難な極限条件を発生する研
究設備、究極の分解能を有する研究設備などの先進的研究設備の導入・高度化を図り、最先端の研究成
果の取得を行うと共に、国内外の研究機関との共用のための環境整備を進める。 

 
２）知的基盤の充実 
 
① 材料データシートの整備 

材料基盤情報を戦略的長期的に発信してゆく立場から、世界的に極めて高く評価されているクリープ、
疲労に加え腐食、ロケット用材料強度特性の材料データシート整備事業を引き続き推進する。 

 
② プレスタンダート化事業の推進 

新材料の応用・実用化に必要となる新たな評価方法の開発とその国際的な標準化を引き続き推進する。
極低温における構造材料の強度特性評価法、高温脆性材料、金属基複合材料、膜材料の強度特性評価法
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等、信頼性のある各種評価法をＶＡＭＡＳやＩＳＯ等に提案することを目指し評価法の開発を進める。 
 
③ 物質・材料に関する知的基盤構築 

科学技術振興事業団から移管するデータベースが平成 15 年４月から発信できるようにシステムや設
備の整備など受け入れのための作業を進める。また、社会のニーズや有識者の意見を取り入れるための
体制を整備するとともに、物質・材料に関する各種のデータベースの開発、拡張のための業務を開始す
る。 

 
 
１．３ 萌芽的研究の重視 
 
次期プロジェクト等のシーズとなり得るもの、先導的でリスクが大きな研究を機構内公募による競争的
環境の下で萌芽的研究として行い、研究の活性化を図る。研究は比較的少人数で実施し、期間は２～５年
とする。機構はこれら萌芽的研究に対する取り組み及び評価の方針を明確に定める。 
 
 
１．４ 公募型研究への提案と受託研究の受け入れ 
 
機構の研究開発能力を基盤に、自ら新規研究課題の提案を行い、文部科学省（原子力試験研究委託費、
科学技術振興調整費等）、経済産業省、環境省等の政府機関、科学技術振興事業団等の各種団体及び民間企
業・財団が実施する競争的環境下にある公募型研究に対しては、自ら新規研究課題の提案を積極的に行う。 
また、機構は、物質・材料分野における中核的研究機関として先端的・先導的研究から材料の安全性・
信頼性の評価、信頼性確立研究に至るまで広範な研究分野について国家的・社会的要請に基づく受託研究
を積極的に受け入れる。特に、文部科学省が進めるナノテクノロジー総合支援プロジェクトに対して積極
的に対応していく。 
平成14年度は、対前年度比で５％増の外部資金を獲得することを目指す。 

 
 
２．研究成果の普及及び成果の活用 

機構において得られた成果の普及と活用を目的として、１．２に記載した研究基盤・知的基盤を有効に活
用していくとともに以下のような活動を推進していく。 
 
２．１ 成果普及・広報活動 
① 研究発表 
外部への研究成果の発信のため、学協会等での発表を積極的に行うこととし、中期計画期間中に査読
論文発表数が研究者一人当たり年平均で2件以上となることを目標とする（過去５年の研究者一人当た
り年平均実績2.06件）。また、様々な国際シンポジウム、研究成果発表会等の開催を行う。 

 
② 広報活動 
広報誌、インターネット・ホームページ、施設公開、プレス発表等の広報活動を通し、生涯学習の観
点からも、国民の理解増進に積極的に取り組む。また、国民の様々な疑問や質問に適切に応えられるよ
うに体制を整備する。 

 
③ 材料基盤情報の発信 
機構において材料基盤情報の整備を進めるとともに、ＩＴを活用した積極的な外部への情報発信のた
めの体制及び設備の整備を進める。 
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２．２ 技術移転の促進 
 
新産業創出に向かって機構を活性化し技術移転を促進するため、特許出願については中期計画期間中に
国内・国外を併せて年平均160件以上を実施することを目指す（過去5年の実績158件／年）。重要性の高
い事業は鋭意、プロジェクト化することにより、成果の実用化も踏まえた研究実施を図るとともに、取得
特許の実施のため科学技術振興事業団などの制度の活用を図る。 
 
 
３．設備の共用 

 
整備された研究設備のうち、他に類例のない大型設備などを中心に、広く外部の材料関連研究との共用に
資するための体制を整備する。特に、強磁場設備、インターネット電子顕微鏡の共用化を促進することとし、
強磁場研究については、中期計画期間中に他機関との共同研究の形で平均80件／年の実施を図ることを目指

す（共用開始以来，過去３年の実績68件／年）。 
 
 
４．研究者・技術者の養成と資質の向上 
 
４．１ 研修生の受け入れ 
 
外部から研修生を積極的に受け入れ、機構の研究開発活動に参画させることにより、その資質の向上を
図るとともに、我が国の物質・材料科学技術の向上に資することとし、柔軟な発想と活力を研究現場に活
かすことなどを目的として、連携大学院制度の活用等により、学生・大学院生の受け入れを行う。また、
学生・院生などを支援する制度の充実を図る。 
 
 
４．２ 学会・研究集会等への参加・講師派遣 
 
研究者等を国内外の学会・研究集会・講習会等へ研究者一人あたり最低２回以上出席させ、さらに講師
派遣等に積極的に応ずることにより、学協会活動の活性化に寄与すると共に、研究者の資質の向上を図り、
もって我が国の物質・材料科学技術の向上に資する。 
 
 
５．その他 

 
５．１ 調査・コーディネート機能の充実 

 
各機関で蓄積されている物質・材料分野の研究データ等について、情報収集を行い、研究効率の向上を
図る。 
また、急速に進展している関連分野における研究動向の調査を行うとともに、関連企業等の動向の把握
など、社会的・産業的ニーズについても調査を行う。 
さらに、関係機関との連携の下、物質・材料科学技術における中核機関としての産学官連携のためのコ
ーディネート機能を向上させる。なお、これら諸活動において関連の学会との連携を図るとともに、必要
な協力を行う。 

 
 
５．２ 研究交流 
 
１）共同研究の実施、連携の推進 
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 社会的要請に基づく国家プロジェクトの推進、または機構における研究の推進と研究成果の速やかな移
転のために、大学、企業、他の独立行政法人等との共同研究を企画し、実施する。中期計画期間中に年平
均100件以上を行うことを目指す（過去５年の年平均89件）。また、連携大学院制度などの一層の推進、
海外の先端的研究所との連携強化、研究集会の主催などを行う。 
 
２）研究者の受け入れ 
機構の研究推進のために、外部から非常勤職員及び外来研究員（研修生を含む）として、中期計画期間
中に年平均700人以上を受け入れることを目指す（過去５年の年平均609人）。また、その業務面・生活面
における支援体制の整備を進める。 
 
３） 研究者の派遣 
研究者等を国外の研究機関、大学などに一定期間派遣し、在外研究を行わせる。また、上記プロジェク
ト研究等の推進にあたっては、短期・長期の在外研究員派遣等により研究交流を積極的に行う。 
 
 
５．３ 事故等調査への協力 
  公的な機関の依頼等により、事故等に関し、材料に関わる調査、解析、検討を積極的に行う。 
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Ⅱ. 業務の運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 
 
１. 機構の体制及び運営 
 
機構のミッションを総合的に遂行するため、理事長の裁量の下、研究体制及び運営の基本方針を定め、柔
軟に対応する。 
 
１．１ 機構における研究組織編成の基本方針 
 
１）機構に必要な研究分野に対応し、中期計画における多様な研究課題を総合的かつ効率的に推進するた
めに最も適した規模、人材、研究スタイルを有するよう各部署の組織編成を行う。それぞれの部署の
内部組織についてはできる限りフラットで、研究課題の性格に応じた柔軟なものとする。 

 
２）創造性・独創性豊かで広い視野を持った研究者を育てるため、研究者の流動性向上に取り組む。また、
重点領域課題遂行のために、多数の人員と異分野の専門家間の組織的連携が必要な場合には、時限的
研究組織を設置する。その組織形態は、柔軟なものとし、また、人員配置についても、専任、併任等
弾力的に運用する。 

 
 
１．２ 機構における業務運営の基本方針 
 
１）プロジェクトリーダ等の裁量権の拡大 
各部署、時限的研究組織等の研究組織運営においては、迅速な意志決定と柔軟な対応を最重視するた
めに、組織をフラット化するとともに、各部署の長、プロジェクトリーダ等への権限の委譲を促進する。 

 
２）機構業務から見た合理的な人材配置 
研究職、技術職、事務職を問わず、機構業務への合理的な配置を行う。また、特に研究支援者・技術

者がその能力を遺憾なく発揮し、機構業務に積極的に貢献できるように配慮すると共に、研究者等の多
様な職務を開拓し、適材適所の配置が行えるように配慮する。併せて、職員の業務に関する評価を適正
に実施する。 
 
３）業務運営の効率化 
諸規程、諸手続き等の見直しによる業務運営の合理化を図ると共に、電子化の促進等により事務手続

きの簡素化・迅速化を図る。データベースやネットワークの管理の外部委託等、外部の専門的能力の活
用が相応しい業務についてはアウトソーシング化を推進する。また共同研究や外部研究者との連携促進
等を通じ効率的かつ合理的な研究推進体制の構築を目指す。 
特に材料試験については、計測の自動化を進めることにより効率化を進めるとともに、試験内容につ
いての見直しを行い、合理化を推進する。 
国において実施されている行政コストの効率化を踏まえ、運営費交付金を充当して行う業務について
は、業務の効率化を進める。また、受託事業収入で実施される業務についても業務の効率化に努める。 
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Ⅲ．予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画 

 
１．平成１４年度予算 

 
（単位：百万円） 

区 分 金 額 
収 入  

    運営費交付金 16,660 

 
   施設整備費補助金 
   無利子借入金 

291 
8,954 

    雑収入 96 
    受託事業収入等 2,209 
 計 28,211 
支 出  
    運営費事業  16,757 
  人件費 6,781 
  業務経費 9,976 
  うち、プロジェクト経費 6,997 
  重点研究開発費 826 
  特別の施設・設備経費 693 
  間接経費 1,459 
    施設整備費 9,246 

 
   受託事業等（受託事業に伴う間接経

費含む） 2,209 

 計 28,211 
 
 
【人件費の見積り】 
平成14年度には5,201百万円を支出する。 
但し、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当、休職者給与及び国際機関派
遣職員給与に相当する範囲の費用である。 

 

 
【注釈１】施設整備費補助金の金額は、Ⅶ．１．に記載した平成１４年度の施設・設備の整備経費 

２９１百万円を計上。 
 
【注釈２】無利子借入金の金額は、Ⅶ．１．に記載した日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用によ

る社会資本の整備の促進に関する特別措置法等に基づく無利子貸付金事業８，９５４百万円を計
上。 

 
【注釈３】各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 
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２．平成１４年度収支計画 

 
 

（単位：百万円） 
区     分 金     額 

費用の部  
経常経費 20,688 

人件費 6,781 
業務経費 6,380            
 うち、プロジェクト経費 4,403      

重点研究開発費 520 
特別の施設・設備経費 693 
間接経費 

一般管理費 
764 
695 

受託事業等（受託事業に伴う間接経費含む） 2,209 
減価償却費 4,623 

財務費用 － 
臨時損失 － 

収益の部 20,688 
運営費交付金収益 13,760 
受託事業収入 2,209 
その他の収入 96 
資産見返運営費交付金戻入 
資産見返物品受贈額戻入 

615 
4,008 

臨時収益 － 
 
 
純利益 
目的積立金取崩額 
総利益 

 
 

－ 
－ 
－ 

 
 

【注釈】各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 
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３．平成１４年度資金計画 
 
 

                                                             （単位 百万円） 
区 分 金 額 

資金支出 28,745 
業務活動による支出 
投資活動による支出 
財務活動による支出 
翌年度への繰越金 

14,764 
12,966 
－－－－ 

1,015 
 
 

 

資金収入 28,745 
業務活動による収入 

運営費交付金による収入 
受託事業収入等 
自己収入（その他の収入） 

投資活動による収入 
施設整備費による収入 

財務活動による収入 
無利子借入金による収入 

前年度よりの繰越金 

18,965 
16,660 
2,209 

96 
291 
291 

8,954 
8,954 

534 
 
 
【注釈】各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 
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Ⅳ．短期借入金の限度額 

 
短期借入金の限度額は２９億円とする。短期借入金が想定される事態としては、運営費交付金の受入に遅
延が生じた場合である。 
 
 
Ⅴ．重要な資産を処分し、又は担保に供しようとするときは、その計画 

 
重要な財産を譲渡、処分する計画はない。 
 
 
Ⅵ．剰余金の使途 

 
機構の決算において剰余金が発生した時は、重点研究開発業務への充当、職員教育・福利厚生の充実、業
務の情報化、機関の行う広報の充実に充てる。 
 
 
Ⅶ．その他主務省令で定める業務運営に関する事項  

 
１．施設・設備に関する計画 
 
機構が本年度に取得または整備を実施する施設・設備については以下のとおり。 
 

施設・設備の内容 予 定 額（百万円） 財    源 
界面制御実験棟改修等 
（付帯事務費含む） 

２９１ 施設整備費補助金 

ナノ材料実験棟（付帯事務費含む） ３，１０４ 無利子借入金 
生体材料実験棟（付帯事務費含む） ３，７００ 無利子借入金 
１ＧＨｚ級高分解能ＮＭＲ（分子
構造解析）施設（付帯事務費含む） 

２，１５０ 無利子借入金 

 
【脚注】 
界面制御実験棟改修等の予定額は平成１４年度の施設整備費補助金の金額である。また、ナノ材料実
験棟、生体材料実験棟及び１ＧＨｚ級高分解能ＮＭＲ（分子構造解析）施設の予定額は日本電信電話株
式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法（最終改正：平成１４
年２月８日法律第１号）等に基づく無利子借入金の金額である。 

 
 
２．人事に関する計画 
１） 人員に関しては、 
① 方針 
・ Ⅱ．１．２ ③による事務手続きの簡素化・迅速化及びアウトソーシング化による効率化 
・ 新規プロジェクトの実施に際し、機構に不足している面に関しては可能な限り外部との連携による職

員数の抑制を図る。 
② 人員に関する指標 
・ 常勤職員については、その職員数の抑制を図る。 

 
２） 任期付き研究員（招聘型、若手型）の任用、契約（非常勤）型研究員制度の創設等により、研究者
の流動化を促進するとともに、テニュア・トラックとして活用する。 
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（参考１） 
・平成14年度年度当初の常勤職員数 540名 
・平成14年度末の常勤職員数の見込み 554名 

 
 

 （参考２） 
  ・平成１４年度の人件費見込み ５，２０１百万円 

但し、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当、休職者給与及び国際機関派
遣職員給与に相当する範囲の費用である。 
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